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地区計画の見直し方針の概要 

 

地区計画は、地区内の住民・地権者・事業者等（以下「住民等」という。）にとっての良好な市

街地環境の形成又は保持のための地区施設及び建築物の整備並びに土地利用に関する一体的かつ

総合的な計画です。 

千代田区では、昭和 60 年に「有楽町日比谷地区地区計画」を都市計画決定し、これまでに 41 地

区の地区計画を定めてきました。 

各地区計画においては、地区計画を活用して地域特性に応じた街並みや市街地環境の維持・形成、

住宅床の確保等を適正に誘導するため、個別建築物の建替えルールを地区ごとにきめ細かく定め、

運用してきました。 

今回、千代田区都市計画マスタープランで描いた将来像の実現に向け、地区計画の策定後の都市

の変化を踏まえ、地域の課題解決と価値の向上を図るため、地区計画の策定・変更を検討する際の

重要な指針となるものとして、地区計画の見直し方針を策定します。 

 

 
 

１-１ 背 景 
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まちづくりは、国全体のルールである都市計画法で「土地利用の制限」を定め、建築基準法で「建

築物の基準」を設けることで、良好なまちづくりがされてきました。 

その中で、社会状況の変化やまちづくりの課題に対応するため、ドイツのＢプラン＊（地区詳細計画）

などを参考にして、1980年に都市計画法と建築基準法を一部改正し、地区計画制度が創設されました。 

地区計画は、地区の課題解決や良好な環境を守るため、法律で定めた最低限のルールに付加して、

地域ルールを設けることができる制度で、法律とは違い地区の住民等で定められる柔軟な制度で

す。 

 
＊ドイツの都市計画には、ＢプランとＦプランがあり、Ｂプランは地区詳細計画と訳され、日本の地区

計画に該当すると言われています。また、Ｆプランは土地利用計画と訳され、日本の市町村マスター

プランに該当すると言われています。 

 

■ 地区計画制度導入の背景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）地区計画の歴史・概要 

現  状 

地区計画で 
まちづくりのルールをつくり 
まちが良い環境になるよう誘導 

まちづくりのルールがない 

・屋上看板等の設置で景観が悪くなった 

・道路の道幅が狭く、空間にゆとりがない 

・緑がなく、住環境が悪い 

・高さ、壁面の位置が統一されていない 

・歩道が整備され、空間にゆとりがある 

・緑がある街並みになっている 

・景観が統一されている 

・高さ制限により街並みが揃う 
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地区計画の見直し方針の概要 １ 

 

地区計画は、都市計画法に基づき住民等が主体となって地区特性や課題に対して必要に応じ

たルールを定めることができ、地区内で行われる建築・開発行為等に対して、地区独自のルー

ルに沿った規制・誘導をすることができます。 

また、地区のまちづくりの目標や方針を定める「地区計画の方針」と、地区施設の配置・規

模や、建築・土地利用に関するルールを定める「地区整備計画」で構成されています。 

 

 

 

地区計画の方針は、その地区を将来どのようなまちにしていくか、地区計画の目標や区域の

整備・開発及び保全の方針を定めます。 

 

 

 

地区整備計画は、「地区計画の方針」を具体的なまちづくりとして実現するため、その地区の

特性に合わせて、建築物や土地利用等に関する必要なルールを選んで決めることができます。 

 

 

■ 地区計画で定められる主な内容（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）地区計画で定められる内容 

地区計画の方針：まちづくりの構想・基本方針 

地区整備計画：具体的な詳細計画 

内容１ 

内容２ 
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変わり続ける時代背景により都市に求められることは幅広く、多くの地区で良好なまちづくり

を進めるため、地区計画が運用されてきました。そのため、現在では多くの地区計画メニューが

存在し、各地域にあったルールで運用されています。 

 

■ 地区計画制度の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）地区計画の種類 

1980 1987 1988 1990 1992 1995 1996 1997 2002 2006 2008 

Ａ 地区計画 

Ａ-１ 用途別容積型 

Ａ-２ 誘導容積型 

Ａ-３ 容積適正配分型 

Ａ-４ 街並み誘導型 

Ａ-５ 高度利用型 

Ａ-６ 再開発等促進区 

Ａ-７ 開発整備促進区 

Ｂ 再開発地区計画 

Ｃ 住宅地高度利用地区計画 

Ｄ 沿道整備計画 

Ｄ-１ 容積適正配分型 

Ｄ-２ 誘導容積型 

Ｄ-３ 用途別容積型 

Ｄ-４ 街並み誘導型 

Ｄ-５ 高度利用型 

Ｄ-６ 沿道再開発等促進区 

Ｄ-７ 地区計画 

Ｄ 沿道地区計画 

Ｅ 防災街区整備地区計画 

Ｅ-１ 誘導容積型 

Ｅ-２ 用途別容積型 

Ｅ-３ 街並み誘導型 

Ｅ-４ 容積適正配分型 

Ｇ 集落地区計画 

(廃止) 

(廃止) 
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地区計画の見直し方針の概要 １ 

 

千代田区には、現在 41 の地区計画があります。それらの地区計画は、「一般型地区計画」、「千

代田区型地区計画」、「再開発等促進区を定める地区計画」の３種類に分かれています。 

 

■ 千代田区で定めている地区計画 

［凡 例］ ア   一般型地区計画（24 地区） 

イ   千代田区型地区計画（12 地区） 

ウ   再開発等促進区を定める地区計画（５地区） 

 
 

地 区 名 地 区 名 地 区 名 

1 有楽町日比谷地区 14 一ツ橋二丁目周辺地区 28 神田美土代町周辺地区 

2 内幸町一丁目地区 15 中神田中央地区 29 神田錦町北部周辺地区 

3 西神田三丁目北部地区 16 紀尾井町地区 30 神田駿河台東部地区 

4 神田駿河台一丁目西部地区 17 六番町奇数番地地区 31 飯田橋駅西口地区 

5 神田和泉町地区 18 飯田橋一丁目南部地区 32 二番町地区 

6 神田佐久間町地区 19 永田町二丁目地区 33 神田須田町二丁目北部周辺地区 

7 秋葉原駅付近地区 20 霞が関三丁目南地区 34 麹町地区 

8 飯田橋二・三丁目地区 21 一番町地区 35 紀尾井町南地区 

9 富士見二丁目北部地区 22 平河町二丁目東部地区 36 内神田一丁目地区 

10 岩本町東神田地区 23 三番町地区 37 内神田二丁目地区 

11 神田錦町南部地区 24 神田淡路町周辺地区 38 竹橋地区 

12 神田紺屋町周辺地区 25 外神田二・三丁目地区 39 内神田南部地区 

13 大手町・丸の内・有楽町地区 26 外神田五・六丁目地区 40 神田小川町三丁目西部南地区 

  27 四番町地区 41 内幸町一丁目北地区 

（４）千代田区の地区計画 
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地区計画の基本形となるもので、地区の特性にふさわしい良好な環境を形成・保全するために、

主に規制を強化するものです。 

 

■ 規制の種類（目的に合わせて、以下の規制を組み合わせで定めることができます） 

・用途の制限 

・容積率の最高限度または最低限度 

・建蔽率の最高限度 

・敷地面積の最低限度 

・建築面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・壁面後退区域における工作物の設置の制限 

・高さの最高限度または最低限度 

・形態または色彩その他意匠の制限 

・緑化率の最低限度 

・垣またはさくの構造の制限（生垣など） 

 

 

千代田区型地区計画は、用途別容積型と街並み誘導型の二つの方式を合わせたものです。用途別

容積型は、容積を緩和し住宅の立地誘導を目的とするものです。街並み誘導型は、良好な市街地環

境の形成を図ることを目的にしています。この二つの方式を合わせた千代田区型地区計画により、

千代田区の定住人口減少の課題を解決し、商業地域への住宅床の確保を推進してきました。 

 

 

 目  的 ：住宅部分の容積率を緩和し、住宅の立地誘導を図る 

 制限の緩和 ：住宅用途部分を指定容積率の 1.5 倍まで緩和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 一般型地区計画 

イ 千代田区型地区計画 

● 用途別容積型 

住宅容積緩和 

住宅用途について 

容積率の割り増し 

指定容積率 
非住宅 

住 宅 
＋ 

非住宅 

住 宅 
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地区計画の見直し方針の概要 １ 

 

 

 目  的 ：壁面の位置を制限し、適切な幅員の道路などを確保することにより、良好な市街

地環境の形成を図る 

 規  制 ：壁面の位置の制限、高さの最高限度、敷地面積の最低限度、容積率の最高限度、

工作物の設置の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目  的 ：まとまった敷地の土地利用の転換を円滑に進めるため、道路・公園などの公共施

設と建築物との一体的な整備に関する計画に基づき、都市環境の整備・改善、土

地の高度利用と都市機能の増進を図る 

 

なお、「再開発等促進区を定める地区計画」については、それぞれの計画によって目的・成果等

が大きく異なることから、個々に効果検証を行うこととし、本見直し方針では取り扱わないことと

します。 

 

 

  

● 街並み誘導型 

ウ 再開発等促進区を定める地区計画 

斜線緩和 
建築物の高さ 

の最高限度 

道路からの 

斜線制限 

道路からの 

壁面の位置 

の制限 

工作物の 

設置の制限 

道路境界 道路境界 

道路 道路 
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千代田区のまちづくりは、まちの将来像や目指すべき方向性を示す千代田区都市計画マスター

プランに基づき行われます。 

千代田区都市計画マスタープランは、「千代田区基本構想」及び「東京都市計画 都市計画区域マ

スタープラン」に即した区のまちづくり分野の最上位の方針です。 

地区計画は、千代田区都市計画マスタープランの方針に沿った形で、住民等が要望するまちづく

りを実現するために、それぞれの地区の住民等が主体になって地区のルールを定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

１-２ 千代田区のまちづくり 

（１）まちづくりの体系 

千代田区都市計画マスタープラン 

［平成 10 年３月策定／令和３年５月改定］ 

都市計画法第18条の２（都市計画に関する基本的な方針） 

まちづくり関連 

施策事業 

まちづくり及び 

関連分野の 

分野別計画 

区民、企業等、多様な主体による取組み・連携・協働 

都市づくりのグランドデザイン 

［平成 29 年９月］ 

東京都市計画都市計画区域マスタープラン 

［令和３年３月］ 

地区計画 

地区の住民・地権者・事業者等の要望する

まちづくりの計画 

具体の都市計画 

東 京 都 千 代 田 区 

地域のまちづくり構想・計画等 

千代田区第３次基本構想 

［平成 13 年 10 月］ 

ちよだみらいプロジェクト 

［平成 27 年３月］ 

地域地区  都市施設  市街地開発事業 

地 区 単 位 
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地区計画の見直し方針の概要 １ 

 

千代田区では、居住機能の回復を目指す千代田区街づくり方針や千代田区都市計画マスタープ

ランを定めて、様々なまちづくりの取組みを進めてきました。 

平成 10 年３月に策定した都市計画マスタープランでは、地域それぞれの特性に応じた建築・開

発の誘導、住機能の回復に向けた施策などを示してきました。 

そのため、地区計画では、地区特性に応じた街並みや市街地環境の維持・形成、住宅床の確保等

を適正に誘導する個別建築物の建替えルールをきめ細かく定めてきました。 

これらの結果、平成 25 年には、平成４年に区の基本構想で目標に掲げた定住人口５万人を達成

しています。 

 

➤急速に進む業務地化と定住人口減少、定住人口回復に向けたチャレンジの始まり 

昭和 59（1984）年～ 市街地再開発事業の始まり 飯田橋地区（昭和 59 年完了） 

昭和 62（1987）年 千代田区街づくり方針 策定 
定住人口の回復、 

区民生活と都市機能の調和 

平成４（1992）年 
新基本構想 策定 21 世紀初頭の目標：定住人口５万人など 

住宅付置制度 導入  

平成９（1997）年～ 千代田区型地区計画 適用開始 
神田和泉町地区 

個別建替えの促進、都心居住機能の回復 

平成 10（1998）年 千代田区都市計画マスタープラン 策定  

平成 11（1999）年 過去最少の定住人口（４万人を下回る） 
過去最少の 39,264 人記録 

（平成 11 年４月） 

平成 13（2001）年 
千代田区第三次基本構想策定 

（～平成 36 年度） 
 

➤都心回帰・定住人口回復基調への転換、本格的な都市再生の進展 

平成 14（2002）年 都市再生特別措置法 制定  

平成 15（2003）年 千代田区まちづくりグランドデザイン 策定  

平成 15（2003）年～ 
市街地再開発事業などによる住宅供給の 

本格化 
神保町一丁目南部地区（平成 15 年完了） 

平成 16（2004）年 地区計画区域内のワンルーム規制を強化  

平成 18（2006）年 
【国】住生活基本計画（全国計画）の改定＊ 

   住生活基本法（法律） 策定 
住宅建設計画法からの移行 

平成 23（2011）年～ 秋葉原駅周辺の新拠点形成 
土地区画整理事業（平成 23 年換地処分）、 

総合設計制度 

➤定住人口５万人回復 

平成 25（2013）年 定住人口５万人に回復  

平成 28（2016）年 開発事業に係る住環境整備推進制度スタート 住宅付置制度からの移行 

平成 29（2017）年 定住人口６万人に回復（外国人を含む）  

令和３（2021）年 千代田区都市計画マスタープラン改定  

 

＊「住生活基本計画（全国計画）」の改定について 

本格的な少子高齢化社会・人口減少社会の到来、住宅ストックの量的充足等の社会経済情勢の

変化を踏まえ、平成 18 年６月、40 年間にわたって住宅の「量」の確保を主眼に推進してきた「住

宅建設計画法」が廃止され、住生活の「質」の向上をめざし、国民の住生活の安定の確保及び向

上を促進する「住生活基本法」が制定されました。  

（２）まちづくりの経緯 
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平成 10 年３月の都市計画マスタープラン策定から 20 年余が経過し目標年次を迎える中、まち

づくりを取り巻く内外の環境の変化や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生による、人々

の住まい方・働き方、さらにはその生活への意識などの価値観に変化・変容に対応し、そして、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大からの持続可能な回復を目指して、都市計画マスタープラン

を令和３年５月に改定しました。 

改定都市計画マスタープランでは、目標年次である 2040 年ごろの千代田区のまちを考えるキー

ワードとして「多様性」「先進性」「強靭・持続可能性」を掲げ、まちづくりの将来像を「つながる

都心」と定めました。 

これは、千代田区の魅力・価値を大事にしながら、社会の変革に対応していくため、革新的な技

術でまちと人の有機的なつながりを生み、様々な知恵と力で価値を高めあって、都心生活の質「QOL

（=Quality Of Life）」を豊かにしていく未来をイメージしたものです。 

 

 

  

（３）都市計画マスタープランの改定 
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地区計画の見直し方針の概要 １ 

 

これまで、平成 10 年に策定した都市計画マスタープランで描いた将来像を実現するため、居住

機能の確保と定住人口の回復によるまちづくりを展開してきました。地区計画においては、商業地

域に対して用途別容積型と街並み誘導型を合わせた千代田区型地区計画で住宅床の増加を図って

きました。 

これらの結果、定住人口は５万人回復を達成しましたが、千代田区のまちづくりの課題は変化し

てきています。また、社会情勢や人々の価値観の多様化に伴い、法律や条例等の制定・改廃が行わ

れてきています。 

このような背景の中で、改定された都市計画マスタープランが描く将来像「つながる都心」の実

現を目指して、地区計画においても新たな地域課題に対応していけるよう、地域と連携しながら見

直しを検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 地区計画の見直しの必要性 

千代田区都市計画 

マスタープラン 

［平成 10 年３月策定］ 

千代田区都市計画 

マスタープラン 

［令和３年５月改定］ 

時代・社会の変化に対応し、 

随時見直し 見 直 し を 行 う 

地 区 計 画 
現 在 の 地 区 計 画 

社 会 ・ 価 値 観 の 変 化 

地 区 の 課 題 の 変 化 

《条例・制度》 

・東京都都市開発諸制度 

・東京都駐車場条例 

・千代田区環境計画書制度 

・千代田区緑化推進要綱 

・千代田区開発事業に係る 

住環境整備推進制度 

          など 

《法律》 

・住生活基本法 

・建築基準法 

・バリアフリー法 

・マンション建替え法 

・省エネ法 

・景観法 

         など 

法律、条例・制度の変化 
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地区計画の見直し方針は、改定都市計画マスタープランで定めた地域ごとの将来像の実現に向

けて、地区計画を地域ごとの新たな課題や現況に即したものとするための指針となります。そして、

それぞれの地域において、住民等が主体となって地区計画の見直しの必要性の有無を検討し、見直

しを進める際の方向性を示すものとなります。 

なお、地区計画の定められていない地域において、新たに地区計画の策定を検討する場合は、本

方針に準じて検討を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１-４ 地区計画の見直し方針の意義・位置づけ 

地区計画の 

見直し・策定 

地区計画 

の維持・運用 

地区計画の 

見直し等が必要 

地区計画の 

見直し等は不要 

別制度で対応 

 

まちづくりの課題 地区計画における課題 

（例） 

・水辺が心地よい空間になって 

いない 

・お店が少ない 

・昔からの町並みを守りたい 

・緑が少ない など 

千代田区都市計画マスタープラン 

地区計画の見直し方針 

（例） 

・広場を有効活用したい 

・まちのにぎわいが減った 

・バリアフリーにしたい 

・脱炭素に対応させる 

・耐震化させたい    など 

検討・検証 

地区計画で対応可能 地区計画では対応困難 



第２章 
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地区計画の効果検証・課題整理 

本章では、平成 10 年に千代田区都市計画マスタープランが策定されて以降に決定された現在の

地区計画が、地区のまちづくりにどのような効果を及ぼしたのかを「用途誘導」「地区施設の創出」

「目標の進捗」の３点から検証します。 

また、地区計画では解決できなかった課題や、時代・社会の変化とともに新たに出てきた課題等

について整理します。 

 

■ 検証イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 検証地区の選定基準 

① 地区計画が策定され、長い期間が経過した地域 

② 建て替わり等による機能更新が進んでいる地域 

※ 選定基準によるものとは別途比較検討を行うため、地区計画のない地域も検証 

 

なお、今回の検証は該当地区の地区計画の見直しを進めるための検証ではなく、参考事例として

行ったものです。今後地区計画の見直しを検討する際には、地区ごとに検証する必要があります。 

 

 

見直し方針で検証を行う３本柱 

地区施設の創出 目標の進捗 用途誘導 

地区計画の種類別に成果・課題を抽出 

千代田区型地区計画 一般型地区計画 
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■ 検証地区の一覧 

地区計画の種類・名称 区域面積 用途地域 地区計画の目標 

 

 

三番町地区地区計画 

平成 18 年９月 14 日決定 

約 20.7ha 

・第一種住居地域 

・第二種住居地域 

・第一種文教地区 

・第二種文教地区 

・第二種中高層階

住居専用地区 

・中高層の街並み形成 

・良好な住環境の維持・保全 

・緑豊かな空間の創出、ゆとりや

うるおいのある街並み形成 

・多様な住宅供給の誘導 

・商業機能・住居機能の維持 

・創出 

 

 

 

［街並み誘導型 

＋ 用途別容積型］ 

岩本町東神田地区 

地区計画 

平成 12 年３月 28 日決定 

平成 16 年６月 21 日変更 

約 33.8ha ・商業地域 

・住宅の供給誘導 

・公共施設の整備 

・土地の有効・高度利用 

・安全でゆとりある歩行空間の 

確保 

 

 

 

神田神保町 
一・二丁目の一部 

約 12ha 

・商業地域 

・第二種文教地区 

・第四種中高層階

住居専用地区 

 

 

■ 検証地区の位置図 

 

  

Ａ 

一般型地区計画 

Ｂ 

千代田区型地区計画 

Ｃ 

地区計画のない地域 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ 



２ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

全体面積 

20.7ha 

 

データ分析対象は、 

全体面積 

20.7ha 

 

 

 

 

 

 

 

全体面積 

33.8ha 

 

データ分析対象は、 

平成 12 年に当初 

決定した区域 

の右図オレンジ部の 

6.0ha 

※グレー部は、平成 12 年当時方針地区 

 

 

 

全体面積 

12ha 

 

データ分析対象は、 

全体面積 

12ha 

 

 

  

対象範囲 

対象範囲 

対象範囲 

対象範囲 

【三番町地区】 一般型地区計画 Ａ 

【岩本町東神田地区】 千代田区型地区計画 Ｂ 

神田神保町一丁目・二丁目 地区計画のない地域 Ｃ 
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地区計画により用途を細かく制限することで、用途の混在を解消し、地区内にふさわしくない建

築物の立地を防ぎ、特定の用途の建築物を誘導することができます。この用途誘導について、３地

域の比較を行い、地区計画による用途誘導の成果・課題等について検証します。 

 

 

・昭和 46 年以降に始まった建築計画概要書制度のデータを基に、地区計画策定前後の建築計画

の動向から、地区計画策定前後の建築物の用途の変遷（①件数の割合、②延床面積の割合）を

確認します。 
 

【検証方法の補足】 

・建築確認申請時に設計者より提出される建築計画概要書のデータを基に土地利用現況調査の

６用途に分けて分類し、検証します。 

 

 

２-１ 用途誘導の検証 

● 検証方法 

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画
概
要
書 

建
築
計
画 

概
要
書 

独立住宅 
専用戸建住宅、住宅を主とする塾・教室・医院等の
併用建物 

集合住宅 
都市再生機構、公社・公営住宅、アパート、マンショ
ン、独身寮、寄宿舎、学生寮、官舎、テラスハウス 

住商併用建物 
住居併用店舗・事務所（物販・飲食・美容理容等の店
舗、税理・会計・建築などの事務所）、住居併用作業
所付店舗（とうふ・菓子・パン等自家用製造販売） 

事務所建築物 
事務所（オフィスビル）、営業店舗（銀行・証券会社・
東京ガス・東京電力等）、新聞社、放送局、NTT 

専用商業 
施設 

商業施設 
デパート、スーパーマーケット、小売店舗、卸売店
舗、ガソリンスタンド、飲食店、レンタルショップ、
ホテル 

公衆浴場等 
公衆浴場（健康ランド等を含む）、サウナ 
 

その他 
学校、保健所、駐車場、倉庫 
 

 



２ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

地区計画策定前後で、新築建築物の用途別件数の割合の変化を示します。地区計画のない神田神

保町一丁目・二丁目については、比較のため、調査期間を建築年で２つに分けています。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定前には新築建築物の事務所用途が３割を占めていましたが、地区計画決定後には集合

住宅の割合が４割に増加しています。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定後、新築建築物の集合住宅の割合が0.8％から 48％へ大幅に増えています。 

・一方で、住商併用と事務所の割合は減っています。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・後半年で、新築建築物の事務所の割合は減っていますが、他の２地区に比べて割合は高く、事務所

と専用商業を合わせて４割近くあります。  

（１）地区計画策定前後の新築建築物の用途の変遷（件数の割合） 

18.0%

13.9%

27.1%

38.9%

17.4%

11.1%

29.2%

19.4%

8.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H17（35年間）（n=144）

地区計画策定後

H18-R3（16年間）（n=36）

新築建築物の用途割合（件数）

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

8.3%

18.0%

0.8%

48.0%

47.9%

16.0%

38.8%

10.0%

1.7%

6.0%

2.5%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H11（29年間）（n=121）

地区計画策定後

H12-R3（22年間）（n=50）

新築建築物の用途割合（件数）

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

3.6%

12.8%

1.4%

16.0%

51.2%

32.0%

34.9%

28.0%

5.3%

8.0%

3.6%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S46-H7（25年間）（n=281）

H8-R3（26年間）（n=125）

新築建築物の用途割合（件数）

独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

【三番町地区】 一般型地区計画 Ａ 

【岩本町東神田地区】 千代田区型地区計画 Ｂ 

神田神保町一丁目・二丁目 地区計画のない地域 Ｃ 
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地区計画策定前後で、新築建築物の用途別延床面積の割合の変化を示します。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定後、住商併用を含めて住宅用途の割合が75.6％に増加しています。 

・地区計画策定後、事務所の割合が2.9％に減少しています。 

・専用商業の用途は、地区計画策定前後ともに新築建築物はありません。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定後、新築建築物の集合住宅の割合が2.3％から 50.1％と大幅に増えています。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

・後半年で、新築建築物の集合住宅と住商併用の割合が５割になっています。 

・新築建築物の事務所の割合は３割に減っています。  

（２）地区計画策定前後の新築建築物の用途の変遷（延床面積の割合） 

1.7%

0.5%

25.5%

55.8%

13.8%

19.3%

31.9%

2.9%

27.1%

21.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H17（35年間）

地区計画策定後

H18-R3（16年間）

新築建築物の用途割合（延べ床面積）
独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

1.7%

1.4%

2.3%

50.1%

38.8%

31.0%

54.6%

10.1%

0.5%

7.3%

2.1%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H11（29年間）

地区計画策定後

H12-R3（22年間）

新築建築物の用途割合（延べ床面積）
独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

0.6%

1.3%

0.7%

25.5%

35.9%

27.2%

52.3%

34.0%

2.1%

3.5%

8.4%

8.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S46-H7（25年間）

H8-R3（26年間）

新築建築物の用途割合（延べ床面積）
独立住宅 集合住宅 住商併用 事務所 専用商業 その他

【三番町地区】 一般型地区計画 Ａ 

【岩本町東神田地区】 千代田区型地区計画 Ｂ 

神田神保町一丁目・二丁目 地区計画のない地域 Ｃ 



２ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

地区計画策定後の新築建築物の用途変遷を延床面積の割合で比較します。 

 

地区計画の種類・名称 

住宅床の 

割 合 

（独立・ 

集合住宅）

住商併用の 

割 合 

住宅床の 

割 合 

（住商併用 

含む） 

事務所の 

割 合 

専用商業の 

割 合 

 

 

【三番町地区】 

27.2％ 

↓ 

56.3％ 

13.8％ 

↓ 

19.3％ 

41.0％ 

↓ 

75.6％ 

31.9％ 

↓ 

2.9％ 

0.0％ 

↓ 

0.0％ 

 

 

【岩本町東神田地区】 

4.0％ 

↓ 

51.5％ 

38.8％ 

↓ 

31.0％ 

42.8％ 

↓ 

82.5％ 

54.6％ 

↓ 

10.1％ 

0.5％ 

↓ 

7.3％ 

 

 

神田神保町一・二丁目 

1.3％ 

↓ 

26.8％ 

35.9％ 

↓ 

27.2％ 

37.2％ 

↓ 

54.0％ 

52.3％ 

↓ 

34.0％ 

2.1％ 

↓ 

3.5％ 

※表の割合は、新築建築物の用途割合変化であり、現況建物の用途割合変化を示すものではありません。 

 

岩本町東神田地区では、新築建築物の住宅床の割合が４％から 51.5％と、約 13 倍に増えていま

す。 

また、住商併用も合わせた新築建築物の住宅床の割合は、地区計画策定後には 82.5％と３地区

で一番高い割合になっています。 

 

 

 

 

・千代田区型地区計画を定めている岩本町東神田地区は、新築建築物の住宅床の割合が大きく増

加し、用途誘導については一定の効果があったと確認できます。 

 

 

・現行の区の地区計画メニューでは、住宅床の増加は見込めますが、その他の用途減少につなが

る恐れがあります。 

 

  

Ａ 
一般型地区計画 

Ｂ 
千代田区型地区計画 

Ｃ 
地区計画のない地域 

（３）比 較 

（４）用途誘導の効果について（まとめ） 

● 成  果 

● 課  題 
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地区施設は、地区計画の中で定められる道路や公園、空地などの施設です。今回の検証では各地

区の地区計画で制限を設け創出している「緑地」と「空地」について検証します。 

 

 

・緑地については、緑化推進要綱に基づき平成 25 年から令和２年に千代田区に提出された検証

対象地区の緑化計画書から緑化実績面積を取りまとめ、比較検証します。 

・空地については、地区計画策定前後で、新築建築物の建蔽率の変化を比較検証します。 

 

 

以下に、地区計画で決められている緑地と空地に関する記載を抜粋します。 

地区計画 緑地に関する記載 

空地に関する記載 

壁面の位置に関する制限 

壁面の位置の制限とし

て定められた限度の線

と敷地境界線との間の

土地の区域における工

作物の設置の制限 

 

【
三
番
町
地
区
地
区
計
画
】 

500 ㎡以上の敷地に建築する建築物

の緑化率の最低限度は次の各方に掲

げる数値のいずれか小さい方とす

る。ただし、区長が敷地の形態上、

土地利用上やむを得ないと認めた建

築物については、この限りではない。 

１ 10 分の 2.5 

２ 東京における自然の保護と回復

に関する条例施行規則（平成 13 年東

京都規則第 30 号）別表第２及び第４

に規定する部分の面積（都市緑地法

（昭和 48 年法律第 72 号）第 40 条

に基づいて算出したもの。）の敷地面

積に対する割合。 

１ 1,000 ㎡以上の敷地に建築する建築

物の外壁またはこれに代わる柱（以下こ

の項において「外壁等」という。）の面か

ら道路境界線までの距離を２ｍ以上と

する。 

２ 2,000 ㎡以上の敷地に建築する建築

物の外壁等の面から隣地境界線までの

距離を２ｍ以上とする。 

壁面の位置の制限の項

の第１項に定められた

限度の線と道路境界線

との間の土地の区域に

おいては、門、柵、塀等

の交通の妨げになる工

作物を設置してはなら

ない。ただし、道路境界

線からの距離が１ｍを

超える部分については、

花壇等の緑化施設、電線

地中化に伴う変圧器等

公益上必要なものは設

けることができる。 

 

【
岩
本
町
東
神
田
地
区
地
区
計
画
】 

なし 

１ 建築物の外壁等の位置は、計画図２

に示す壁面の位置の制限を超えて建築

してはならない。 

２ 第１項以外の道路に面する部分につ

いては、道路面からの高さが６ｍを超え

る部分における建築物の外壁等の面か

ら道路境界線までの距離を 0.5ｍ以上と

し、道路面からの高さが６ｍ以下の部分

における建築物の外壁等の面から道路

境界線までの距離を１ｍ以上とする。

(例外あり) 

３ 壁面の位置の制限が定められている

敷地で、例外的な道路(※)に面する部分

においては、建築物の外壁等の面から道

路境界線までの距離を 0.5ｍ以上とす

る。 

（一部例外地域あり）(※)例外について

は、地区計画を参照ください。 

塀、柵、門、広告物、看

板等の交通の妨げとな

るような工作物を設置

してはならない。ただ

し、道路面からの高さが

６ｍを超える部分はこ

の限りではない。 

  

Ａ 

Ｂ 

２-２ 地区施設の創出 

● 検証方法 



２ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

緑化計画書の 250 ㎡以上の敷地面積を対象とし、敷地面積とそれに対する緑化面積をそれぞれ

合計し、緑化面積合計を敷地面積合計で除した値（緑化率）で検証します。緑化面積については、

地上部のみの面積と、地上部と建築物上を合わせた面積で検証します。 

 

 

 

 

 

地上部緑化実積率（％）＝ 
地上部緑化面積 

× 100 
敷地面積 

 

地上部と建築物上実積率（％）＝ 
地上部緑化面積 ＋ 建築物上緑化面積 

× 100 
敷地面積 

 

■ 地上部のみの緑化実績率 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地上部と建築物上の緑化実績率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地上部のみの緑化率をみると、三番町地区は岩本町東神田地区や神田神保町一丁目・二丁目と

比べて緑化の実績が高いことがわかります。 

・建築物上の緑化含めた緑化率をみると、岩本町東神田地区は、建築物の上の緑化の実績が高い

ことがわかります。  

（１）緑地の創出の検証 

12.8%

4.3%

8.8%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

三番町地区

岩本町東神田地区（Ａ・Ｂ
地区）

地区計画外（神田神保町１
丁目・２丁目）

地上部緑化実績率（H25年～R2年）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

三番町地区

岩本町東神田地区
（Ａ・Ｂ地区）

地区計画外（神田神保町
一丁目・二丁目）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

13.9%

8.0%

10.2%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

三番町地区

岩本町東神田地区（Ａ・Ｂ
地区）

地区計画外（神田神保町１
丁目・２丁目）

地上部と建築物上緑化実績率（H25年～R2年）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

三番町地区

岩本町東神田地区
（Ａ・Ｂ地区）

地区計画外（神田神保町
一丁目・二丁目）

敷地面積 

地上部緑化面積 

建築物上緑化面積 建築物 

※このグラフは、Ｈ25～Ｒ２に整備された緑地の敷地面積に対する割合を表したものです。 

※このグラフは、Ｈ25～Ｒ２に整備された緑地の敷地面積に対する割合を表したものです。 
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地区計画策定前後で、新築建築物の建蔽率の変化を比較検証します。 

建蔽率は、建築確認申請時に設計者より提出される建築計画概要書のデータを基に次の式に従

って求めます。 

 

建蔽率（％）＝ 
建築面積 

× 100 
敷地面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築物を真上から見たとき、建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の面積です。 

・ひさしや軒等がその中心線から１メートル以上突き出ている場合は、その先端から１メートル

を引いた残りの部分を建築面積に算入します。 

 

 

・用途地域に応じて、建蔽率の最高限度が定められます。 

用途地域 
指定 

建蔽率 

(A) 

防火地域内で 

耐火建築物 

(A) 

準防火地域内の耐

火建築物もしくは

準耐火建築物 

(B) 

特定行政庁の指定

する角地等の場合 

(A)及び(B)を 

同時に満たす場合 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

60％ 70％ 70％ 70％ 80％ 

80％ 制限なし 90％ 90％ 制限なし 

商業地域 80％ 制限なし  90％ 制限なし 

 

  

（２）空地の創出の検証 

● 建築面積 

● 建蔽率の制限 

敷地面積 

建築面積 建築物 

敷地 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

① 地区計画策定前後で、新築建築物の建蔽率の変化を検証します。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定前後で、建蔽率に目立った変化はありません。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定前は、建蔽率80％以上の新築建築物が約半分を占めていたのに対し、地区計画策定後

には、建蔽率80％未満が全体の80％以上を占め、空地のあるゆとりをもたせた建築物が増えたこ

とがわかります。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・岩本町東神田地区に比べると少ないですが、建蔽率80％未満の新築建築物の割合が増えています。 

23.0%

16.7%

19.4%

25.0%

29.9%

33.3%

19.4%

19.4%

7.6%

5.6%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H17（35年間）（n=144）

地区計画策定後

H18-R3（16年間）（n=36）

新築建築物の建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

4.1%

2.0%

4.1%

6.0%

5.8%

30.0%

28.1%

50.0%

52.1%

12.0%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H11（29年間）（n=121）

地区計画策定後

H12-R3（22年間）（n=50）

新築建築物の建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

2.1%

1.6%

2.1%

13.6%

8.5%

17.6%

23.6%

35.2%

54.1%

30.4%

9.6%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S46-H7（25年間）（n=281）

H8-R3（26年間）（n=125）

新築建築物の建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

【三番町地区】 一般型地区計画 Ａ 

【岩本町東神田地区】 千代田区型地区計画 Ｂ 

神田神保町一丁目・二丁目 地区計画のない地域 Ｃ 
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② 地区計画策定前後で、新築建築物の建蔽率の変化を用途別に検証します。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・集合住宅については、地区計画策定前後で建蔽率が60％以上の新築建築物の割合に変化はありま

せん。 

・住商併用については、地区計画策定後で建蔽率が80％以上の新築建築物の割合が増えています。 

・事務所については、地区計画策定後で建蔽率が80％以上の新築建築物はありません。 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・地区計画策定後で、集合住宅や住商併用の建蔽率が80％以上の割合が減っています。 

・専用商業や事務所についても地区計画策定後の建蔽率が80％以上の割合が減っています。 

42.3%
20.4%

8.0%
14.3%

50.0%

7.1%
25.0%

57.1%

34.6%
23.1%

8.0%
9.5%

33.3%
20.0%

35.7%

14.3%

33.3%

19.2%
38.5%

24.0%
35.7%

16.7%
80.0%
35.7%

14.3%

33.3%

15.4%
48.0%

23.8%

21.5%
50.0%

14.3%

16.7%

3.9%
2.6%

8.0%
16.7%

25.0%

16.7%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

独立住宅（n=26）
集合住宅（n=39）
住商併用（n=25）

事務所（n=42）
専用商業（n=0）
その他（n=12）

独立住宅（n=5）
集合住宅（n=14）
住商併用（n=4）

事務所（n=7）
専用商業（n=0）

その他（n=6）

地
区

計
画

策
定

前

S4
6-
H1

7（
35

年
間

）

地
区

計
画

策
定

後

H1
8-
R3

（
16

年
間

）

新築建築物の用途別建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

10.0%

1.7%
2.1%

66.7%
11.1%

100.0%

1.7%

4.3%

33.3%
11.1%

33.4%
100.0%

5.2%
6.3%

50.0%

33.4%
33.3%
37.5%

33.3%

50.0%

32.8%
21.3%

22.2%
62.5%

50.0%
60.0%

33.3%

40.0%

50.0%
61.7%

50.0%

22.2%
4.2%

12.5%
40.0%

8.6%
4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

独立住宅（n=10）
集合住宅（n=1）

住商併用（n=58）
事務所（n=47）

専用商業（n=2）
その他（n=3）

独立住宅（n=9）
集合住宅（n=24）
住商併用（n=8）

事務所（n=5）
専用商業（n=3）

その他（n=1）

地
区

計
画

策
定

前

S4
6-
H1

1（
29

年
間

）

地
区

計
画

策
定

後

H1
2-
R3

（
22

年
間

）

新築建築物の用途別建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

【三番町地区】 一般型地区計画 Ａ 

【岩本町東神田地区】 千代田区型地区計画 Ｂ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変化であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

・集合住宅や独立住宅については、後半年で建蔽率が80％以上の新築建築物の割合が10％に減って

います。 

・一方で、住商併用や事務所、専用商業については、建蔽率が80％以上の新築建築物の割合が他の地

区より高いままです。 

 

 

 

地区計画 用途地域 

建蔽率・容積率など 実  績 

建蔽率 
防火・ 
準防火 

容 積 
容積率 
割り増

し 

緑化実績率 建蔽率 
80％以上 
の割合 
の変化 

建蔽率 
60～80％ 
の割合 
の変化 

地上部 
のみ 

地上部・ 
建築物上 

 

【三番町地区】

第一種 

第二種 

住居地域 

60％ 

防火 

400％ なし 

12.8％ 13.9％ 

8.3％ 

↓ 

5.6％ 

49.3％ 

↓ 

52.7％ 80％ 500％ なし 

 

【岩本町 

東神田地区】
商業地域 

80％ 600％ 

＋120％ 

（上限 

700％ 

まで）
4.3％ 8.0％ 

57.9％ 

↓ 

12％ 

33.9％ 

↓ 

80％ 

80％ 700％ 

＋120％ 

（上限 

750％ 

まで）

 

神田神保町 

一・二丁目 
商業地域 80％ 

500％ 

600％ 

700％ 

なし 8.8％ 10.2％ 

63.7％ 

↓ 

32％ 

32.1％ 

↓ 

52.8％ 

 

  

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

20.0%

1.0%

30.0%

5.0%

25.0%

10.0%
25.0%

2.8%

55.0%
10.0%
5.7%

50.0%
7.6%

8.2%

30.0%
31.3%

15.0%

7.5%
25.7%

20.0%

30.0%

24.3%
22.4%

26.7%
20.0%

56.3%
15.0%

37.5%
37.1%

20.0%
50.0%

40.0%
25.0%

53.5%
59.2%
66.7%

20.0%
12.4%
10.0%

42.5%
31.5%

50.0%
25.0%

11.8%
9.2%
6.6%

2.5%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

独立住宅（n=10）
集合住宅（n=4）

住商併用（n=144）
事務所（n=98）

専用商業（n=15）
その他（n=10）

独立住宅（n=16）
集合住宅（n=20）
住商併用（n=40）

事務所（n=35）
専用商業（n=10）

その他（n=4）

S4
6-
H7

（
25

年
間

）
H8

-R
3（
26

年
間

）

新築建築物の用途別建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

（３）３地区の緑化率、空地（建蔽率）の比較 

神田神保町一丁目・二丁目 地区計画のない地域 Ｃ 
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【緑地の創出】 

・三番町地区の結果が示すように、緑地の創出に関して、地区計画の一定の効果が認められます。 

【空地の創出】 

・三番町地区では建蔽率の変化はみられませんが、岩本町東神田地区は、地区計画策定後に建蔽

率が小さい（建蔽率 60％～80％）新築建築物の割合が増加し、敷地に余裕ができ空地が生ま

れたと考えられます。地区計画の、空地の創出に対する一定の効果が認められます。 

 

■ 区民の声（令和２年都市計画マスタープランオープンハウス結果より抜粋） 

緑地に関する千代田区民の声 

○緑地の中にも魅力あるカフェや休憩可能な場所が必要である。［麹町・番町地域］ 

○ホッとできる緑のクールスポットがもっと多くあるべきである。［麹町・番町地域］ 

○木陰など身近に感じられる緑を増やして欲しい。［麹町・番町地域］ 

○歩きやすい歩道の整備緑の多い道やベンチの設置も考えてほしい。［和泉橋地域］ 

○地域の魅力（水辺やみどり）をいかしたまちづくりをしてほしい。［和泉橋地域］ 

空地に関する千代田区民の声 

○緑や公園など、オープンスペースが少ないので増やして欲しい。［麹町・番町地域］ 

○住民にもワーカーにも、サードプレイスとして広場は必要である。［麹町・番町地域］ 

○緑を増やし、子どもたちが遊べる広場をつくり、バリアフリーなどをしっかり対応していく

べきである。［麹町・番町地域］ 

 

 

・三番町地区に関しては、敷地内に空地が生まれ、緑化の量も一定の効果が確認できましたが、

区民の声では、住民が憩えるような身近な空地や開かれた緑が求められています。 

・岩本町東神田地区では、壁面後退により新築建築物の建蔽率が下がり、空地の創出につながり

ました。一方では、緑化実績率は低いため、区民の声では身近に感じられる緑・クールスポッ

トが求められています。 

・地区計画では、地区内の建築計画に制限をかけ、敷地内に緑地や空地など創出することが可能

ですが、大規模開発の建築計画で設けられる公開空地のような質の高い空間の創出とまでは

いかず、前面道路にもうける歩道上空地と少量の緑地の創出程度しか実現できていません。し

かしながら、最小限の制限ではありますが、敷地いっぱいに建てる建築物に比べ、空間の余裕

が生まれてはいます。限られた空間で、地域が求めるものを整理し誘導するルールの検討が必

要となります。  

（４）地区施設の創出について（まとめ） 

● 成  果 

● 課  題 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

・地区計画の目標に対して、街並みの目視確認、各種のデータ分析等により進捗を確認します。 

・比較検討した結果から、課題を抽出します。 

 

■ 地区計画の目標 

目標１ 
中高層の街並み形成に向け、建築物の高さの最高限度を定めるとともに、建築物の用

途や形態・意匠を制限し、良好な住環境を維持・保全する。 

目標２ 
緑豊かな空間の創出を誘導することにより、ゆとりやうるおいのある街並みを形成

する。 

目標３ 
多様な住宅供給を誘導するとともに、住宅用途の維持及び定住を図ることで、活力あ

る地域社会を維持・創出する。 

目標４ 
魅力的な街並みを誘導しつつ、これまで培われてきたまちの住まい方や商業活動を

尊重し、地域の活力を支える商業機能、定住を推進する居住機能を維持・創出する。 

 

目標１の検証 

 

・大妻通り、番町学園通り周辺の景観を目視確認により検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤建築物の高さの最高限度が50ｍに設定され、中高層の街並みが形成されています。 

➤また、刺激的な色彩、景観風致を損ねるものが制限されていることで良好な景観となって

います。  

２-３ 目標の進捗確認 

● 確認方法 

（１）Ａ【三番町地区】《一般型地区計画》 

● 景観の目視確認による検証 

ア 

１

２

出典：国土地理院基盤地図情報 

矢印・番号・通り交差点名の追加 

千鳥ヶ淵 

２

１
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目標２の検証 

 

・緑化推進要綱に基づき、平成 25 年から令和２年に千代田区に提出された検証地区の緑化計画

書から、緑化実績面積を取りまとめ、比較することで検証します。 

・緑化実績率について21ページの結果を再掲します。 

 

■ 地上部のみの緑化実績率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地上部と建築物上の緑化実績率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤地上部のみの緑化実績率をみると、三番町地区は岩本町東神田地区や神田神保町一丁目・

二丁目と比べて緑化の実績が高いことがわかります。 

  

● 緑化面積の比較による検証 

12.8%

4.3%

8.8%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

三番町地区

岩本町東神田地区（Ａ・Ｂ

地区）

地区計画外（神田神保町１

丁目・２丁目）

地上部緑化実績率（H25年～R2年）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

岩本町東神田地区
（Ａ・Ｂ地区）

三番町地区

岩本町東神田地区
（Ａ・Ｂ地区）

地区計画外（神田神保町
一丁目・二丁目）

13.9%

8.0%

10.2%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

三番町地区

岩本町東神田地区（Ａ・Ｂ

地区）

地区計画外（神田神保町１

丁目・２丁目）

地上部と建築物上緑化実績率（H25年～R2年）

0％ 5％ 10％ 15％ 20％

イ 

※このグラフは、Ｈ25～Ｒ２に整備された緑地の敷地面積に対する割合を表したものです。 

※このグラフは、Ｈ25～Ｒ２に整備された緑地の敷地面積に対する割合を表したものです。 

三番町地区

岩本町東神田地区 
（Ａ・Ｂ地区） 

地区計画外（神田神保町
一丁目・二丁目） 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

目標３の検証 

 

・平成 27 年度の千代田区の調査による「家族類型別世帯数の推移」の結果から検証します。 

 
出典：千代田都市づくり白書データ編 

➤番町地区全体において、千代田区全域と比較して核家族世帯の割合が高い一方単独世帯の

割合が低くなっています。 

➤17から18ページで検証したように、住宅床の増加に伴いファミリー世帯の共同住宅誘導が

されたと考えられます。 

 

目標４の検証 

 

・「千代田区ウォーカブルまちづくり戦略【資料編】」の「大規模小売店舗」から検証します。 

 
出典：千代田区ウォーカブルまちづくり戦略【資料編】 

➤大規模小売店舗について見ると、番町地区は他地区に比べ少ないことがわかります。 

● 家族類型別世帯数の推移による検証 

家族類型別世帯数の推移 平成 27 年国勢調査 

● 大規模小売店舗の立地状況による検証 

※大規模小売店舗：店舗面積 2000 ㎡以上 

ウ 

エ 
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■ 地区計画の目標 

目標１ 
快適で魅力ある都心居住のための住宅の供給を誘導するとともに、地域コミュニテ

ィの活性化や福祉に寄与する公共施設を整備する。 

目標２ 
土地の有効・高度利用による適正な都市機能の更新を推進することにより、魅力ある

住環境と活力にあふれた良好な複合市街地の形成を図る。 

目標３ 

道路と一体となった、安全でゆとりある歩行者空間を確保し、神田川沿いにおいては

都市を貫く水と緑の骨格としての景観形成に配慮することで、良好な都市空間の創

出を目指す。 

 

目標１の検証 

 

➤17から18ページで検証したように、住宅床の割合が大きく増え、住宅供給が誘導されたと

考えられます。 

➤平成16年には、区民施設と高齢者福祉施設を一体化した「岩本町ほほえみプラザ」が建設

されました。 

 

目標２の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤千代田区型地区計画の特徴である斜線緩和と容積率緩和を実施している建築物が確認で

き、土地の高度利用による適正な都市機能の更新が図られていることがわかります。 

 

  

（２）Ｂ【岩本町東神田地区】《千代田区型地区計画》 

● 新築建築物の用途別件数及び延床面積の割合の変化による検証 

● 共同住宅へ建て替わった地域の街並みを確認 

地区計画策定前の建築物 

（斜線規制あり） 

地区計画策定後の建築物 

（斜線緩和・容積緩和） 

ア 

イ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

・千代田区型地区計画の特徴である斜線緩和と容積率緩和について、平成 12 年から提出された

地区計画の届出書から、新築建築物を対象に斜線緩和と容積率緩和の実施のあり、なしの結果

を用途別に示します。 

 

 

➤集合住宅では、約80％の新築建築物が、斜線緩和と容積緩和を利用しています。 

➤また住商併用でも、約50％の新築建築物が、斜線緩和と容積緩和を利用しています。 

➤斜線緩和については、事務所や専用商業でも50％の新築建築物が利用しています。 

➤千代田区型地区計画により、土地の高度利用による適正な都市機能の更新が図られている

ことがわかります。 

 

  

69.6%

28.6%

90.5%

70.0%

50.0%

66.7%

30.4%

71.4%

9.5%

30.0%

50.0%

33.3%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

斜線緩和計（n=46）

独立住宅（n=7）

集合住宅（n=21）

住商併用（n=10）

事務所（n=4）

専用商業（n=3）

その他（n=1）

新築建築物の用途別斜線緩和

斜線緩和あり 斜線緩和なし

47.8%

81.0%

50.0%

52.2%

100.0%

19.0%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

容積緩和計（n=46）

独立住宅（n=7）

集合住宅（n=21）

住商併用（n=10）

事務所（n=4）

専用商業（n=3）

その他（n=1）

新築建築物の用途別容積緩和

容積緩和あり 容積緩和なし

● 斜線緩和と容積率緩和の実績による検証 
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目標３の検証 

 

・地区計画策定前後での新築建築物の建蔽率の変化を検証します。 

・建蔽率の詳細については、23から24ページを参照してください。 

 
※グラフの割合は、新築建築物の建蔽率割合変であり、現況建物の建蔽率割合変化を示すものではありません。 

➤地区計画策定後に、建蔽率が80％以上の新築建築物の割合が減り、建蔽率60％～80％の割

合が全体の８割になっています。敷地にゆとりをもたせた建築物の配置になっていること

がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤写真で見るように、千代田区型地区計画における壁面後退の制限により、安全でゆとりあ

る歩行者空間が創出されています。 

➤中高層の良好な街並みが形成されています。 

 

 

➤21ページでもあげたように、岩本町東神田地区では緑化が進んでおらず、上記の写真から

もわかるように緑が十分ではない街並みとなっています。 

  

● 新築建築物の建蔽率の変化による検証 

4.1%

2.0%

4.1%

6.0%

5.8%

30.0%

28.1%

50.0%

52.1%

12.0%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地区計画策定前

S46-H11（29年間）（n=121）

地区計画策定後

H12-R3（22年間）（n=50）

新築建築物の建蔽率（％）

50未満 50～60未満 60～70未満 70～80未満 80～90未満 90以上

● 街並みの確認による検証 

● 緑化の実績による検証 

壁面後退部 

ウ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

・神田川（水辺）周辺の景観を目視確認により検証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤写真①では、橋のたもとにわずかな空地と緑が確認できます。 

➤写真②では、神田川の両岸は緑の景観整備はされていません。 

 

 

 

 

  

● 景観の目視確認による検証 

出典：国土地理院基盤地図情報 

矢印・番号・通り交差点名の追加 

２１

２

１

神田川 

柳原通り 

美倉橋 
和泉橋 
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・三番町地区の街並み形成や緑の創出、岩本町東神田地区の歩道空間に寄与する空地の創出や中

高層の良好な街並みなどは、一定の進捗が確認されます。 

・岩本町東神田地区では、住宅床の緩和により人口増加に繋がりました。また、壁面後退の制限

により、安全でゆとりある歩行者空間が創出されています。 

 

■ 区民の声（令和２年都市計画マスタープランオープンハウス結果より抜粋） 

商業機能の維持・創出に関する千代田区民の声 

・住む人も働く人も過ごしやすいまちづくりが必要である。［麹町・番町地域］ 

・治安の良さと落ち着きは大切だが、これからまちとして生き残るためには利便性や活気も必

要である。［麹町・番町地域］ 

・住民としては商業施設を増やして欲しい。［和泉橋地域］ 

 

 

・三番町地区は生活利便機能の創出、岩本町東神田地区は商業機能の維持・創出について検討す

る必要があります。 

・岩本町東神田地区の緑の創出や神田川（水辺）周辺の整備については、目標が達成できていな

い部分があります。 

 

 

  

（３）目標の進捗について（まとめ） 

● 成  果 

● 課  題 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

 

➤岩本町東神田地区（千代田区型）の住宅用途が増加するなど、用途誘導に一定の効果 

・千代田区型地区計画を定めている岩本町東神田地区の住宅床が、地区計画策定後に大きく増

加し、一定の効果があったと確認できます。 

 

➤三番町地区（一般型）の緑化実績率が高く、岩本町東神田地区（千代田区型）の敷地に余

裕ができるなど、地区施設（緑地・空地）の創出に一定の効果 

・緑地については、一般型地区計画を定めている三番町地区の緑化実績率が高く、効果があっ

たと確認できます。 

・空地については、千代田区型地区計画を定めている岩本町東神田地区で、地区計画策定後に

建蔽率が小さい（建蔽率 60％～80％）割合が増加し、敷地に余裕ができ空地が生まれたと考

えられ、一定の効果があったと考えられます。 

 

➤三番町地区（一般型）の街並み形成、緑の創出、岩本町東神田地区（千代田区型）の空地

の創出に一定の進捗 

➤三番町地区（一般型）の生活利便・居住機能の維持・創出、岩本町東神田地区（千代田区

型）の緑の創出に課題 

・三番町地区の街並み形成、緑の創出や、岩本町東神田地区の歩道空間に寄与する空地の創出

などは、一定の進捗が確認されます。 

・一方で三番町地区の、地域の活力を支える生活利便機能、定住を推進する居住機能の維持・

創出については検討する必要があります。また、岩本町東神田地区の緑の創出など、目標が

達成できていない部分があります。 

 

 

・街並み形成や緑の創出については効果がありました。一方で、地域の活力を支える生活利

便機能の創出については課題が残っています。 

 

・居住機能の回復・住宅床の確保という量に対する効果はありました。一方で、緑の創出など

住環境の質については課題が残っています。

２-４ 効果検証のまとめ 

（１）検証のまとめ 

● 用途誘導について 

● 地区施設の創出について 

● 目標の進捗について 

（２）地区計画の評価 

● 一般型地区計画 

● 千代田区型地区計画 
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社会状況の変化や住民のニーズの多様化など、千代田区のまちづくりを取り巻く環境の変化

に伴い、「量」の重視から「質」の重視に転換したまちづくりを進めていく必要があります。 

 

 

「質」の向上にあたっては、千代田区の地区計画メニューが「一般型地区計画」と「千代田

区型地区計画」の２種類しかないことから、今後、地区の特性やニーズに合わせて、課題の解

決に向けた新たな地区計画の型を検討していく方法も考えられます。 

 

 

地区に求める意見や課題には、「地区住民」による観点と「社会」状況のニーズにより発生

する２種類の観点があります。 

それぞれの観点から出された意見等を取りまとめ、地区の将来像を互いに共有しながら

課題を整理し、地区計画で対応可能かどうか判断していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の目標や方針については、地区のまちづくりを取り巻く環境の変化と誤差が生じて

いるのか、進捗・効果があったのかを検討・検証し、地域の「質」の向上につながっているの

かを再確認することが大事です。 

その結果、地域の「質」に課題が生じている場合は、地区計画の見直しを検討していくこ

とが必要です。 

  

２-５ 今後の視点 

「量」の重視から「質」の重視に転換したまちづくりの推進 

新たな地区計画の型の検討 

地区に求める意見や課題の２つの観点 

地区計画の進捗確認・効果検証と地区計画の見直しの検討 

地区住民の観点 

社会の観点 

地区計画で対応可能なもの 

地区計画で対応困難なもの 

意見の集約 

・課題整理 

視点１ 

視点２ 

視点３ 

視点４ 
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地区計画の効果検証・課題整理 ２ 

 

 

地区計画の見直しの際には、地区によって特性やニーズが異なることから、第２章の検証方

法に加えて、住民等の皆様と一緒に次の観点で更なる検証を進めていくことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画は、地区の特性を活かした良好な住環境及び街並みなどを守るため、建築物の用途

や高さの制限などルールを設け、まちづくりを誘導することができますが、まちづくりの課題

すべてを改善するものではありません。また、良好なまちづくりには、建築物が建った後の運

用・維持管理も重要となります。 

そのため、建築物の所有者や管理者が地区計画で定めた目標を具現化していくための管

理・運営が必要です。 

 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、

2015 年の国連サミットで採択された、

「誰一人取り残すことのない持続可

能な世界」を 2030 年までに実現する

ための国際目標で、17 のゴールと 169

のターゲットから構成されています。 

ＳＤＧｓのゴールのうち、「Goal11 

住み続けられるまちづくり」は「都市

ＳＤＧｓ」と呼ばれており、地区計画

とも密接に関連しています。 

そのため、ＳＤＧｓの観点から、地区計画によって持続可能で多様性のあるまちづくりを

推進していくことが必要です。 

住民・地権者・事業者等による具体検証方法と観点 

地区計画の目標の具現化に向けた管理・運営 

持続可能で多様性のあるまちづくりの推進 

● 適正な目標設定となっているか       ● 街並みの連続性の確認 

● 地区（範囲）の見直しの必要性       ● 地域の特色・個性の確認 

● インセンティブと用途誘導方策 

● 機能更新が進まない地域 又は 環境の把握 

地区で行う具体検証方法・観点 

視点５ 

視点６ 

視点７ 
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地区計画の見直しの方針 

 

地区の特性や目指す将来像に対応した住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度によるまち

づくりの規制や緩和のルールを定めることは有効な手段です。 

また、地区にあった用途を誘導し、住環境の質の向上を図ることが重要となります。現在、千代

田区型地区計画では、商業地域で住宅床の緩和を行うことで住宅床の「量」の誘導を実施してきま

した。今後は、「質」の向上に必要な用途を地区の皆様が考え、住宅誘導の継続や、商業誘導への

転換など、新たな用途誘導を含めた地区計画の見直しを考えていく必要があります。 

さらに、地区計画は、地区の皆様が中心となり内容を検討していくことが大切です。区では、皆

様の検討がより良いものとなるよう支援（サポート）を行っていきます。 

これらの観点を大切にしたまちづくりを進めるため、地区計画の見直しに必要な「３つの方針」

を次にあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１ 基本的な考え方について 

地区の課題の解決 

・水辺が心地よい空間になっていない 

・緑が少ない 

・お店が少ない 

・昔からの街並みを守りたい  など 

地区特性や目指す将来像に 

対応した規制・誘導 

方針１ 

３つの方針 

地区にあった用途誘導 

住環境の質の向上 

・住む人も働く人も過ごしやすいまち

づくりができているか 

・地域の魅力（水辺やみどり）を活か

したまちづくりができているか 

・歴史と文化、古書店、魅力的な店舗、

居心地の良いまちなかの創出を誘導

できるか          など 

住機能の量だけでなく、 

地域の「質」向上を誘導 

方針２ 

住民主体によるまちづくり 

・地区の住民等が定めることが出来る

地区計画を有効活用 

・地区の課題に柔軟に対応 

・地区のまちづくり 

・まちの理想像の共有 

・コミュニティ活性      など 

地区に関わる 

多様な人の意見集約 

方針３ 
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方針１ 地区特性や目指す将来像に対応した規制・誘導 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３-２ 見直し方針について 

○ 地区を取り巻く環境の変化や地区計画の進捗等を確認したうえで、地区の皆様が考える地

区の将来像・目標の実現に向けた地区計画の規制・誘導を考えていく方針となります。 

検討・検証 

■ 方針のポイント 

時代の変化に合わせて、地区のまちづくりに求められるニーズは日々変化しています。

方針１は、地区のまちづくりを取り巻く環境の変化や地区計画の進捗等に応じて、地

区計画を柔軟に運用していくための重要な方針になります。例えば、地区のまちづく

りを取り巻く環境や地区計画の進捗・効果を地区の皆様で検討・検証し、地域の「質」に

課題が生じている場合は、地区計画の目標や方針の見直しの検討が必要となります。 

地区計画の見直しにあたっては、地区の皆様の意見集約を行った上で、区域内の一部の

変更や、地区の現状に合わせたメニューの選択、区域の再編（拡大・縮小・統合等）な

ど、柔軟に変更していくことが大切です。 

地区にはそれぞれ特性がたくさんあります。守っていきたいまちの特性や個性を活かし

たまちづくりは重要な観点となります。 

１

２

策定時 方 針 

住民・地権者・事業者等の皆様が確認 

現 在 

３

課題 

あり 

課題 

あり 

課題

なし 

課題

なし 

 
進捗確認
と効果 
検証 

 
進捗確認
と効果 
検証 

変化 

なし 

変化 

あり 

地区計画の 

維持・運用 

地区のまちづくりを 

取り巻く環境 

地区計画の 

見直しの検討 

地区計画の 

維持・運用 

地区計画の 

見直しの検討 

守っていきたい 

まちの特性や個性 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜将来像・目標（例）＞ 

● 昔からの商店・街並みの保全 

まちの文脈や、生業のつながりを感じ、界隈の個性と魅力を継承していく 

 

 

 

 

 

 

 

● 緑豊かな地域の形成 

安らぎや親しみが感じられる生活につながるよう緑地や水辺を保全していく 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 用途を限定した居住環境と商業・業務施設の調和のある良好な環境の形成 

商業・業務機能の利便性と住み続けたくなる居住環境の共存を目指していく 

 

 

 

 

 

 

 

● 歴史・文化を活用した街並みの形成と賑わいの創出 

区民が誇れる歴史・文化を活かした個性と魅力ある商業・観光機能の充実を図っていく 

 

 

 

 

 

  

▲神保町の古書店街 

▲日本橋川を軸に連続して整備された 

大手町川端緑道 

▲都心のみどりの眺望を楽しむ 

 開放的な空間（有楽町） 

▲神田須田町の老舗 

▲番町の住宅街 ▲神田警察通り沿道 

▲神田明神周辺（外神田） ▲万世橋周辺（神田須田町） 
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方針２ 住機能の量だけでなく、地域の「質」向上を誘導 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 地区で住む方々がより良い生活環境の向上や地区の魅力・価値の向上を目的として、地区

にとって求められる用途について、地区の皆様で検討・共有し、新たな用途誘導を定めて

いく方針となります。 

■ 方針のポイント 

千代田区型地区計画では、住宅床を確保するため、住宅の床面積の緩和を行うことで誘

導してきました。方針２は、地区計画策定当時に掲げていた目標に一定程度の成果が

見込まれ、目標に変化が生まれている地区にとって重要な方針になります。例えば、

住宅の量の確保が十分と捉えている地区では、新たな地域課題の解決につなげるため、

住生活の質を向上する誘導策に転換することが考えられます。 

第１章の背景で説明したとおり、住環境の「質」の向上が求められる声は高まっており、

地区の皆様で「質」につながる用途の検討が必要となります。 

千代田区で設けている地区計画メニューは、再開発等促進区を定める地区計画を除くと

２種類しかありません。「質」の向上のためには、地区の皆様が選択できる地区計画のメ

ニューを充実させることが大切です。具体には、高度利用型地区計画のような新たな仕

組みづくりが必要となります。 

１

２

３

一般型 

地区計画 現 
 

在 

方 
 

針 

千代田区型 

地区計画 

一般型 

地区計画 

千代田区型 

地区計画 

 

 

地区計画 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［用途別容積型］ 

（住宅） 

＋ 

［街並み誘導型］ 

［高度利用型］ 

＋ 

［街並み誘導型］ 

新たな仕組み 

＋ 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜用途誘導（例）＞ 

● 多様な居住ニーズに対応した機能の誘導  ● 環境に配慮した建築物の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● コミュニティに資する広場の誘導     ● 多様な人がつながる場の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜街並み誘導（例）＞ 

● 歩道状空地の確保と回遊性の向上     ● 沿道の緑化と回遊性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ECOM駿河台 ▲富士見の生活支援機能 

▲コワーキングスペース（平河町） ▲神田スクエア 

地域内で住まい・医療・介護・予防・生活

支援機能等の充実を図っていく 
建築物に関する二酸化炭素削減等の環境

に配慮した取組を積極的に進めていく 

人・まち・コミュニティがつながること

で新たな価値を創出していく 
住民、働く人、活動する人々が連携し、新

たな魅力・価値の創出につなげていく 

▲清美通り周辺（神田佐久間町） ▲神田警察通り・神田スクエア周辺 

（神田錦町） 

壁面後退と歩道状空地の確保により、道

路空間にゆとりをもたせ、まちの回遊性

を高める 

壁面後退と沿道緑化により、みどりが連

続したうるおいあるまちなみをつくり、

まちの回遊性を高める 
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 目  的 ：適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域について、道路に接して有効

な空地を確保することで、合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る 

 規  制 ：容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度 

 制限の緩和 ：容積率制限及び斜線制限の適用除外 

 

 

参考事例１ 中央区銀座 ［街並み誘導型地区計画 ＋ 高度利用型地区計画］ 

 

  

● 高度利用型地区計画 
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地区計画の見直しの方針 ３ 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

参考事例２ 札幌市札幌駅前通北街区 ［街並み誘導型地区計画 ＋ 高度利用型地区計画］ 
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地区計画の見直しの方針 ３ 

 

 

出典：国土交通省 HP「地域の創意工夫による容積率特例制度の活用例」 
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方針３ 地区に関わる多様な人の意見集約 

＜方針概要＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 地区計画の策定に係る手続きの前段階で、その地区に関わる多様な人の意見を整理し集約

してから地区計画の策定を進めていくための方針となります。まずは、地区計画制度を基

に地区の議論の場を設け、良好なまちづくり（理想像）について考える場の支援（サポー

ト）を行っていきます。 

○ 地区の皆様としっかりコミュニケーションをとりながら進めていく必要があります。 

■ 方針のポイント 

地区計画は、地区の皆様が中心となり考えてつくる地区のミニ都市計画制度のようなも

のです。区が一方的に定めるものではないため、しっかりと互いにコミュニケーション

を図ることが大事です。 

地区計画制度は、地区の将来像を地区の皆様と共有することが出来る側面をもっていま

す。区は、地区の皆様が議論できる場の創設、検討のサポート（支援）を行っていきます。 

また、まちづくりに求められるニーズや課題は多様化しており、地区の皆様のまちづくり

への意識は向上しています。そのため、より早期の段階から手続きの客観性、透明性を高

め、段階的に合意を得ながら計画の熟度を高めていくことが必要となります。 

方針３は、法定手続前の進め方を明確にし、法定手続きの前に、地区の皆様の幅広い意

見、多様な要望を集約し、地区計画制度の検討を進めるための重要な方針となります。

具体的な進め方は第４章で示していきます。 

１

２

３

４
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地区計画の見直しの方針 ３ 

＜意見集約の手法（例）＞ 

● 行政によるデータの提供         ● 勉強会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 意見交換会・ワークショップの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲未来スケッチ 

▲意見交換会 ▲意見だし 

▲まち歩き・現地体験 ▲マップづくり 

▲まちなかインタビュー 

▲勉強会 

▲千代田都市づくり白書 
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● インターネット・ＳＮＳの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 説明会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲オンラインまちづくり会議 

▲説明会 

▲ＳＮＳ意見交換 

▲オープンハウス形式 
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実現への進め方 

・地区の良好なまちづくり（理想像）を実現し、地区にとってのQOL（生活の質）の向上につなげ

るため、地区の住民等の皆様で地区計画について考えることは重要です。 

・本章では、地区計画の策定または見直しをするための進め方として、「５ステップ」を示します。 

・５ステップは、基本となる手続きの手順、進め方を分かりやすくすることで、地区計画の検討を

地区の皆様と区（行政）が同じ方向を向き、足並みを揃えていくための道筋を示すもので、地区

の状況によって柔軟に変化させていくことが大切です。 

 

■ 検討フロー図［５ステップ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現行の地区計画と現在の

地域課題や社会変化の対

応状況の確認 

■ 地域に必要な機能の検討 

■ 地域で大事にしていきた

いものの検討 

ステップ１ 

議論の場の立ち上げ 

ステップ２ 

問題点・課題の整理 

ステップ３ 

将来像の共有 

内容の検討 

ステップ４ 

ステップ５ 

意見集約 

■ 地域に関わる多様な人た

ちとの将来像の共有 

■ 将来像の実現に向けた地

区計画の内容検討 

■ 地区計画で対応できない

課題等の整理 

         など 

住民・地権者・事業者等 行  政 

専
門
家
等
の
派
遣 

な
ど 

勉
強
会
・
協
議
会
の
開
催
支
援 

各
種
デ
ー
タ
の
提
供 

支 

援 

支 

援 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

な
ど 

説
明
会
の
開
催 

各
種
制
度
の
情
報
提
供 

千
代
田
区
は
、
法
定
手
続
き
前
に
地
区
の
意
見
集
約
を
行
い
ま
す
。 

地
区
計
画
原
案 

公
告
・
縦
覧 

都
市
計
画
法
手
続
き
フ
ロ
ー 

法 16 条② 

[２週間] 

地
区
計
画
案 

公
告
・
縦
覧 

都
市
計
画
審
議
会 

告
示
・
縦
覧 

地
区
計
画
案
の
作
成 

地
区
計
画
の
決
定 

法 17 条① 法 19 条① 

[２週間] 

法 20 条 

条 

例 

化 

都市計画法に基づく策定手続き 

専 門 家 

支 援 
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ステップ１は、地区計画（まちづくり）に関する住民等の皆様による「議論の場」を設け、地

区の方々の意見や声を聴くための土台を構築していく段階になります。 

地区に勉強会やコミュニティ（集まり）の場がある場合は、区による活動のサポート（支援）を

実施し、地区計画の検討をしていきます。 

地区に勉強会やコミュニティ（集まり）の場がない場合は、地区計画について地区の皆様で考え

る場を立ち上げるため、区による準備・設立のサポート（支援）を実施していきます。 

まずは、千代田区のまちづくりや歴史について知り、自分が住んでいる地区の魅力に気付きを与

え、住民等の皆様で共有する場にしていきます。 

そして、歴史や魅力について共有したら、地区計画について学び、住民等の皆様で地区の将来像

について考える環境づくりを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議論の場の立ち上げ ステップ１ 

支 援 支 援 

■ 議論の場の立ち上げを支援 

（サポート） 

［例］ 

・各種データの提供 

・専門家の派遣 

など 

■ 勉強会を支援（サポート） 

［例］ 

・地区計画について 

・マスタープランとは 

・地区内の特色再確認 

など 
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実現への進め方 ４ 

 

ステップ２は、地区の住民等の皆様が地区計画の素案の作成に向けた課題を抽出・整理する

段階になります。 

課題は、時代の背景や、地区の特性・ニーズによって変わります。また、区民目線での課題、行

政目線の課題などの立場によっても変わります。さらに、第１章でふれたとおり、地区の理想像も

変わってきています。 

そのため、住民等の皆様は、ステップ１で立ち上げた「議論の場」で地区の良いところや悪いと

ころなどについて話しあい、地区の課題を抽出・整理していきます。 

区は、住民等の皆様の話し合いが円滑に進むよう、必要な情報を提供するなどの支援を実施して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題整理 ステップ２ 

住民・地権者・事業者等の皆様で考えを集約・課題を整理 
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ステップ３は、地区の課題解決に向け、良好なまちづくり（理想像）を住民等の皆様と考え

ていく段階になります。 

住民等の皆様は、ステップ２で抽出・整理した課題を踏まえつつ、地区の将来像について話し合

い、地区にとっての良好なまちづくり（理想像）を具体化し、互いに共有していきます。 

区は、都市計画マスタープランに位置付けられた地区の理想像について説明を実施するととも

に、取組（事例）等の情報を提供するなどの支援を実施していきます。また、必要に応じて、専門

家や有識者等の派遣等が行えるサポート体制を構築することも検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来像の共有 ステップ３ 

住民・地権者・事業者等の皆様で考えられるよう区で支援（サポート） 

支  援 
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実現への進め方 ４ 

 

ステップ４は、理想像の実現に向けたまちづくりの手法（ツール）として、地区計画で出来る

こと、出来ないことを明確にし、地区計画の有効性を確認する段階になります。 

住民等の皆様は、検討・検証した結果、地区計画に有効な手法（ツール）としてのメリットがあ

る場合には、具体的な建築制限（ルール）を具体的に定め素案作成を目指していきます。 

なお、検討の際には、次の２つの観点（ポイント）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内容の検討 ステップ４ 

■ 検討のポイント 

商業地域のような様々な用途が建築される地域については、地区の住環境向上に資する

用途の誘導も視野に検討が必要となります。すでに住宅用途で容積緩和を可能としてい

る地区（千代田区型地区計画を定めている地区）では、住環境向上に資する用途で容積

緩和をする場合、高度利用型地区計画に変更する方法もあります。 

地区の将来像の実現には、「ハード面」と「ソフト面」（管理・運用）の両立が必要とな

りますが、地区計画の規制・制限は、ハード面（空間の整備：広場、緑地、道路等）が

対象で、ソフト面（整備された空間における活動：賑わいの創出等）は対象となりませ

ん。そのため、地域でハード面とソフト面を総合的にマネジメントしていく仕組みを

検討していくことが必要となります。 

１

２

住宅誘導 商業誘導 

変 更 

［例］建築物の用途 

建築物の容積率・建蔽率 

建築物の高さ 

建築物のデザインや色彩 など 

 

 

 

 

マネジメントの 

仕組みづくりの検討 

ソフト ハード ＋ 
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ステップ５は、地区の理想像に向けた建築制限のルールについてより幅広く意見を伺い、地

区計画の原案の作成を目指す段階になります。 

住民等の皆様は、「議論の場」で作成した地区計画の素案について、地区に関わる方々の意見集

約を行っていきます。 

区では、広報や SNS、説明会やパブリックコメントを最大限活用し、幅広く周知できるよう支援

（サポート）を実施していきます。多くの意見を伺い整理・検討を行い、更に深堀した地区計画の

ルールとしていきます。 

都市計画法で定められた手続きの前に、広く周知し、丁寧に進めていくことが大切です。 

 

 

 

千代田区では、地区計画を含めたまちづくりに関する様々な情報を収集し、住民等の多様な主体

に提供することで、まちづくりに関する課題、計画、成果、支援制度等の情報共有や、円滑な意見

集約につなげていく「情報プラットフォーム」のあり方を検討しています。 

 

■ 情報プラットフォームのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

意見集約 ステップ５ 

情報プラットフォーム 

地区計画に関する 

情報の提供 

地区計画に関する 

情報の収集 
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実現への進め方 ４ 

 

地区計画の原案ができた後、都市計画法の手続きに進みます。原案作成後、公告・縦覧を行い、

地区計画案、地区計画の策定という流れで手続きは進んでいきます。都市計画法上では地区計画は、

土地所有者等の意見を集約することのみが求められる制度となっていますが、第４章では、原案を

つくるまでの作業を丁寧に行い、多くの意見を集約できるようサポートしていきます。 

 

■ 地区計画の策定手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画の策定手続きについて 

地区計画原案の 

作  成 

地区計画原案の 

公告・縦覧 

地区計画案の 

作  成 

地区計画案の 

公告・縦覧 

地区計画の策定 

土地所有者等による 

意見書の提出 

住民等による 

意見書の提出 

千代田区 住民・地権者・事業者等 

関係機関との調整や
意見書の内容を踏ま
え、必要に応じて内
容の修正を行う 

都市計画審議会の審
議を経て、区が地区
計画を都市計画とし
て決定する 

 

地区の課題 

理想像の共有 

地区内の土地所有
者等は、案に対して
の意見書を提出す
ることができる 

 
地区内の土地所有
者等は、原案に対し
ての意見書を提出
することができる 

５ステップ 

地区計画の検討 

専 

門 

家 

・各種データの提供 

・勉強会・協議会の

開催支援 

・専門家等の派遣 

・各種制度の情報提供 

・説明会の開催 

・パブリックコメント

の実施 など 支 

援 

支 
援 

意見集約 

法定手続き 

地区計画検討の 

サポート 
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都市計画法第16条第３項では、「市町村は、条例＊において、住民又は利害関係人から地区計画等

に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法

を定めることができる。」と定められています。 

地区計画の検討・見直しは、ステップ１の「議論の場の立ち上げ」が重要であり、地区計画策定

フロー図は、５ステップにより意見が集約された後のイメージとなります。 

 

＊都市計画法第16条第２項：都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定め

る事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める

利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。 

 

■ 参考：地区計画策定フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住民による案の申し出 

（条件等は条例で規定） 

［第 16 条第３項］ 

地区計画の素案の提案 

（２／３同意） 

［第 21 条の２］ 

案の公告・縦覧 

［第 17 条第１項］ 

市町村都市計画審議会 

（ない場合は都道府県都市計画審議会） 

［第 19 条第１項］ 

必要に応じ公聴会の開催等による 

住民の意見の反映 

［第 16 条第１項］ 

地区計画を定めない旨と理由を 

提案者に通知  ［第 21 条の５第１項］ 

地区計画の案の作成 

区域内の利害関係者の意見聴取 

（方法等は条例で規定：通常は原案

の縦覧・意見書の提出） 

［第 16 条第２項］ 

意見書の提出 

［第 17 条第２項］ 

地区計画の決定 

要旨 

［第 19 条第２項］ 
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実現への進め方 ４ 

 

■ 参考：都市計画提案制度のフロー図［都市計画法第 21 条の２］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都知事に協議 

［第 19 条第３項］ 

事前相談等 

土地所有者、まちづくりＮＰＯ等による地区計画の提案 
［第 21 条の２］ 

＜提案の要件＞ 

① 一定の面積以上の一体的な区域（原則として 0.5ha 以上） 

② 都市計画に関する法令上の基準に適合［第 13 条等］ 

③ 土地所有者等の３分の２以上の同意等 

区は、提案に基づく地区計画を定めるか遅滞なく判断 
［第 21 条の２］ 

提案を踏まえて地区計画を定める 

必要があると認めるとき 

提案を踏まえて地区計画を定める必

要がないと認めるとき 

・説明会の開催等 
［第 16 条第１項］ 

・地区計画案の作成 
［第 21 条の３］ 

提案の受理 

都市計画審議会に素案を提出し、 

意見を聴く   ［第 21 条の５第２項］ 

地区計画の案の公告、縦覧 

（住民、利害関係人等による 

意見書提出） 

［第 17 条第１項、第２項］ 

地区計画の案を都市計画審議会へ付議 

（住民等による意見書の要旨付議） 

［第19 条第１項、第２項、第21 条の４］ 

地区計画の決定 

［第 19 条第１項］ 

地区計画を定めない 

地区計画を定めない旨と理由を 

提案者に通知  ［第 21 条の５第１項］ 
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総  括 

 

● 地区計画は、都市計画法に基づき、住民等が主体となって地区の特性や課題に応じた独自の

ルールを定め、地区内の建築・開発行為等に対して規制・誘導することができる柔軟な制

度です。 

● 地区計画は、1980年の制度創設以降、社会状況や都市の状況の変化により、集落地区計画、沿

道地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画など、様々なバリュエーシ

ョンが創設されました。 

● 千代田区では、41地区で地区計画が導入されており、それらの地区計画は、「一般型地区計画」、

「千代田区型地区計画」、「再開発等促進区を定める地区計画」の３種類に分かれています。 

● 千代田区型地区計画は、容積を緩和し住宅の立地誘導を目的とする「用途別容積型」と、良好

な市街地環境の形成を図ることを目的とする「街並み誘導型」の二つの方式を合わせたもので、

千代田区の定住人口減少の課題を解決し、商業地域への住宅床の確保を推進するために導入さ

れました。 

● その結果、千代田区型地区計画が導入された地区では良好な市街地環境の形成へつながり、住

宅用途の誘導など、「量」に対する一定の効果がありましたが、社会情勢や人々の価値観の

変化により、住環境の「質」については課題が残りました。また、一般型地区計画が導入さ

れた地区でも、街並み形成や緑の創出については一定の効果がありましたが、生活利便機能の

創出には課題が残りました。 

● これらの課題を踏まえ、今後は、「量」の誘導から「質」の向上を目指したまちづくりに転

換していくことが求められています。 

● まちづくりを取り巻く環境の変化や地区計画の進捗・効果等により、地区に求められる生活の

「質」も変化しています。そのため、これらを地区の皆様で検討・検証し、地域の「質」に

課題が生じている場合は、地区計画の目標や方針の見直しが必要となります。 

● 地区計画の見直しを行う場合は、地区の皆様で住環境の「質」の向上に必要な用途誘導の検

討が必要となります。併せて、地区の皆様が選択できる地区計画のメニューを充実させるた

め、従来の「一般型地区計画」や「千代田区型地区計画」（住宅用途の誘導）に加えて、新た

な仕組みづくりが必要となります。 

● 地区計画の策定や見直しにあたっては、様々な手法を活用しながら、地区の皆様の幅広い意見

や多様な要望を集約することが前提となります。 

● 地区の皆様による議論の場の立ち上げや、内容の検討、意見集約にあたっては、地区計画を策定

や見直しを進めるための「５ステップ」を基本としながら、ハード面とソフト面を総合的にマ

ネジメントしていく仕組みを含めた検討を進めることが大切です。 

● 千代田区では、地区の皆様の検討作業を支援するため、５ステップの各段階に応じたきめ細

やかなサポートを行っていきます。 


